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株主優待制度の導入に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり株主優待制度を導入することを決議いたし

ましたので、お知らせいたします。 

記 

１．株主優待制度導入の目的 

株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多

くの方々に中長期的に当社株式を保有していただくことを目的としております。 

２．株主優待制度の概要 

（１） 対象となる株主様 

年１回、３月末日現在の株主名簿に記載又は記録された、当社株式１単元（100株）以上 

を保有されている株主様を対象といたします。 

なお当社は、本日開示した「株式分割に関するお知らせ」にて、2017年３月31日を基準日 

として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主様が保有する株式を、１株につき 

４株の割合で分割することを発表いたしましたが、このたびの株主優待の対象となるのは、 

分割前の基準で１単元（100株）以上ご所有の株主様となります。次回以降（株式分割後） 

の優待内容につきましては、決定次第お知らせいたします。 
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（２） 株主優待の内容 

継続保有期間に応じて、当社自社商品（約3,000円相当）より１又は２点を贈呈いたします。 

保有株式数 優待品内容 
継続保有期間 

３年未満 ３年以上 

100株以上 

①ポロシャツ（３色より選択） 

 

 

 
 

②ソックス・スポーツタオル 

         ２点セット 

 

 
 

③シャワータオル（大） 

 

 

 
 

左記優待品の中から 

１点選択 

左記優待品の中から 

２点選択 

 ※商品内容は予定です。優待品は変更となる場合がございます。 

 ※「継続保有期間３年以上」とは、毎年３月31日現在の当社株主名簿に記載または記録され、３

月31日現在の当社株主名簿に、同一株主番号で、４回以上連続で記載または記録された株主様

といたします。 

 

（３）申込方法 

毎年６月下旬にお送りする「定時株主総会決議ご通知」に商品案内と申込ハガキを同封し、

申込ハガキにご希望商品、その他必要事項をご記載の上、ご返送いただく予定です。 

 

（４）贈呈時期 

   初回は2017年８月中の発送を予定しております。 

 

３．株主優待制度の開始時期 

   初回は2017年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、当社株式１単元（100株）以

上を保有されている株主様を対象に開始いたします。 

 

以上 
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